
秋田公立美術大学売店業務委託仕様書

公立大学法人秋田公立美術大学（以下「甲」という。）において、厚生棟の売店におけ

る教材等物品の販売を行う事業者（以下「乙」という。）を公募型企画提案方式により選

定するにあたり、当該企画提案に係る業務委託仕様を次のとおり定める。

１ 委託業務名 秋田公立美術大学売店業務委託

２ 基本事項

(1) 施設の名称 厚生棟売店

(2) 施設の所在 秋田県秋田市新屋大川町１２－３

(3) 学生数 ４７８人（令和５年５月１日現在）

(4) 役員・教職員数 １１８人（令和５年５月１日現在）

(5) 施設の概要

① 面積 52.18㎡（売場）

② 設備備品 スチール商品棚×３

スチールラック×６

３ 委託契約期間

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（１年間）とする。

運営上乙の責めに帰すべき重大な問題が発生した場合は、甲は契約の解除を可能とす

る。

なお、委託期間には、売店の開店に伴う準備および閉店に伴う現状復帰に要する期間

を含むこととする。

４ 仕様

(1) 基本的な考え方

利用者のニーズを把握し、サービスの向上に努めることを重点事項とし、乙が有す

るノウハウやアイデアを活用することで、利用者にとって魅力ある売店を設置するこ

とにより、学生生活の充実を図る。

(2) 売店業務について

ア 文房具、画材等制作活動に必要な物品、日用品、飲料、菓子類の販売を行うこと。

イ 文房具や画材の品数および種類を充実させること。

ウ 画材等の取寄せ販売に迅速に対応すること。

(3) 運営方法について

甲が必要と認めるときは、乙に対して書面で運営の改善を求めることができるもの

とする。その際は甲・乙間で協議のうえ、継続的な改善を行うこととする。

５ 使用条件

(1) 営業開始予定日 令和６年４月３日（入学式の日）

(2) 営業日および営業時間

営業日は、土日祝日、夏休み（８・９月）、春休み（２・３月）、年末年始（１２月

２９日～１月３日）および大学の休業日を除く毎日。なお、履修ガイダンスや集中講

義、オープンキャンパスの実施等、甲が必要と認めたときは、大学の休業日等に限ら

ず営業を行うこと。

営業時間は、10:00から15:00までとする。

なお、必要に応じ甲・乙間で協議のうえ、営業時間を変更することを可能とする。



６ 経費負担

売店の運営に必要な建物および設備（２(5）に記載のものに限る。）は甲が乙に提供

する。

その他の経費負担は次のとおりとする。なお、乙が企画するサービスを提供する上で

不可欠な設備・備品の導入については、別途協議する。

項 目 内 容 甲 乙

１ 光熱水費 売店の運営に必要な電気、ガス、上下水道使用 ○

料

２ 空調費 ○

３ 建物・建物附属設備 原則として大学が負担 ○

の補修・維持費 軽微なもの、乙に責めがある場合、乙の都合に ○

よる改良のために修繕を行う場合等

４ 設備備品 設置 ○

更新および修繕 ○

（受託者に責めがある場合を除く）

日常管理、軽微な修繕 ○

５ 内線電話設置 ○

６ 床面清掃 日常清掃 ○

床のワックス掛け ○

７ 防虫・防鼠 ○

８ 精算システム設置 レジ等 ○

９ その他諸経費 人件費、原材料費、商品仕入費等 ○

７ 収入

本委託業務における収入は、すべて乙に帰属する。

８ 危機管理

(1) 法令の遵守

乙は、建物・設備・備品の使用、従業員の管理および材料の仕入れ、保管等全般に

ついて安全確保を行うこと。

(2) 衛生管理および防火・防犯

乙は、毎日の業務終了後に、床面の清掃を行うとともに、防火・防犯上の点検を行

い、施錠をして退出すること。

(3) 報告

乙は、本委託業務において、学生および教職員等に健康上の被害を与えたときや火

災等の災害または犯罪が発生したときは、甲にその状況や対策等について直ちに報告

すること。

９ 損害賠償

(1) 乙は、貸与を受けた設備等を故意または重大な過失により破損し、もしくは滅失し

たときは、これにより生じた損害を甲に賠償すること。

(2) 乙は、本委託業務において、その責めに帰すべき事由により、８(3)の健康上の被

害または火災等の災害もしくは犯罪による損害を甲または第三者に与えたときは、当

該被害者に対してその損害を賠償するとともに、その後の本業務の運営に関し必要な

措置を講ずること。



10 その他

(1) 本委託業務の他事業者への再委託は認めない。

(2) 乙において店舗の改修等を希望する場合は、企画提案書で提案するものとする。た

だし、工事については、甲と設計および施工上の協議をし、甲の承認を受けた後に乙

の負担により行うものとする。

(3) 乙は、使用する施設および設備備品に投じた改良および修繕によって生じた有益費、

その他の費用を甲に請求することはできない。

(4）この仕様書に定めのない特別な事情が生じた場合は、甲・乙間で協議し、定めるも

のとする。


